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外
務
省
職
員
に
対
す
る
国
内
高
級
ホ
テ
ル
に
よ
る
優
遇
措
置
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
政
府
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
二
三
号
）
で
は
、
外
務
省
在
外
職
員
に
関
し
て
、
割
引
に
特
命
全
権
大
使
・
公

使
（
宿
泊
数
の
制
限
な
し
）
、
そ
の
他
の
在
外
職
員
（
宿
泊
数
、
一
週
間
以
内
）
と
の
条
件
を
つ
け
、
そ
の
上
で
特
別
価
格
で

宿
泊
を
提
供
し
て
い
る
都
市
ホ
テ
ル
が
あ
る
か
、
同
省
在
外
職
員
に
対
し
て
、
そ
の
身
分
を
事
前
に
告
げ
、
予
約
す
る
こ
と
で

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
引
率
を
定
め
て
い
る
ホ
テ
ル
が
あ
る
か
、
右
の
同
省
在
外
職
員
の
た
め
の
ホ
テ
ル
の
割
引
料
金
に
つ
い

て
、
そ
の
予
約
方
法
や
割
引
率
に
つ
い
て
同
省
が
作
成
し
た
文
書
が
存
在
す
る
か
と
の
問
い
に
対
し
、
「
外
務
省
と
し
て
、
御

指
摘
の
ホ
テ
ル
が
あ
る
と
は
承
知
し
て
い
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
答
弁
は
、
そ
の

様
な
ホ
テ
ル
が
な
い
か
、
同
省
と
し
て
事
実
関
係
を
予
め
調
査
し
た
上
で
の
答
弁
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」

（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
九
四
号
）
で
は
「
お
尋
ね
の
と
お
り
で
あ
る
。
」
と
、
同
省
と
し
て
予
め
調
査
（
以
下
、
「
調
査
」

と
い
う
。
）
を
行
っ
た
上
で
右
の
「
政
府
答
弁
書
」
に
あ
る
答
弁
を
し
た
と
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
再
質
問
す
る
。

一

「
調
査
」
が
行
わ
れ
た
期
間
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
に
お
い
て
「
調
査
」
を
担
当
し
た
部
署
並
び
に
担
当
責
任
者
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
調
査
」
は
ど
の
様
な
方
法
を
も
っ
て
二
の
部
署
に
よ
り
行
わ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

一



四

「
調
査
」
の
対
象
と
な
っ
た
ホ
テ
ル
は
ど
こ
か
、
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
調
査
」
を
記
録
し
た
文
書
は
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

六

「
調
査
」
に
要
し
た
費
用
は
い
く
ら
か
。
ま
た
そ
の
費
用
に
は
、
外
務
省
の
予
算
項
目
の
う
ち
、
ど
の
項
目
の
資
金
が
充

て
ら
れ
た
か
。

七

前
回
質
問
主
意
書
で
触
れ
た
様
に
、
当
方
が
直
接
確
認
し
た
外
務
省
員
手
帳
に
は
、
�
本
省
職
員
・
在
外
職
員
・
同
伴
家

族
、
�
本
省
職
員
・
在
外
職
員
・
家
族
、
�
本
省
職
員
・
同
伴
家
族
、
�
在
外
職
員
・
同
伴
家
族
、
�
本
省
職
員
、
�
在
外

職
員
と
、
同
省
職
員
並
び
に
そ
の
家
族
を
分
類
し
た
上
で
、
「
〇
赤
坂
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

�
一
名
利
用
一
万
九
千
八
百
三

十
五
円
〜
、
二
名
利
用
二
万
三
千
三
百
円
〜

〇
帝
国
ホ
テ
ル

�
一
名
利
用
二
万
三
千
三
百
円
〜
、
二
名
利
用
二
万
六
千

百
八
十
七
円
〜

〇
ホ
テ
ル
・
ニ
ュ
ー
・
オ
ー
タ
ニ

�
一
名
利
用
二
万
六
千
九
百
九
十
六
円
〜
、
二
名
利
用
三
万
三
千
六

百
六
十
四
円
〜

�
一
名
利
用
一
万
六
千
九
百
四
十
七
円
〜
、
二
名
利
用
二
万
七
百
九
十
円
〜
」
な
ど
と
、
個
別
具
体
的
な

ホ
テ
ル
の
名
称
を
挙
げ
た
上
で
、
そ
の
割
引
後
の
料
金
に
つ
い
て
記
し
た
箇
所
が
あ
る
。
外
務
省
は
右
の
記
述
が
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
す
ら
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
何
ら
触
れ
よ
う
と
し
て
い
な
い
が
、
外
務
省
員
手
帳
に
右
の
様
な
記
述
が
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
同
省
と
し
て
認
め
る
か
。
そ
れ
と
も
、
同
手
帳
に
お
い
て
右
の
様
な
記
述
が
な
さ
れ
た
事
実
は
な
い
と
認
識

二



し
て
い
る
の
か
。
再
度
確
認
を
求
め
る
。

八

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
個
々
の
ホ
テ
ル
に
関
す
る
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
ホ
テ
ル
の
競

争
上
の
地
位
等
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
外
務
省
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
」
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
当
方
は
個
々
の
ホ
テ
ル
に
つ
い
て
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ホ
テ
ル
名
は
別
と
し
て
、
外
務
省
職
員

が
外
務
省
員
手
帳
に
記
述
さ
れ
て
い
る
様
な
割
引
制
度
を
用
い
て
ホ
テ
ル
に
宿
泊
す
る
と
い
う
こ
と
が
現
在
も
行
わ
れ
て
い

る
の
か
、
ま
た
は
過
去
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
と
こ
ろ
、
右
に
つ
き
、
再
度
質
問

す
る
。

九

外
務
省
員
手
帳
に
七
で
挙
げ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
外
務
省
職
員
に
対
し
て
そ
の
様
な
特
典
が
与
え
ら
れ
て

い
た
と
い
う
事
実
を
ま
さ
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
省
と
し
て
、
八
に
あ
る
様
な
ご
ま

か
し
の
答
弁
を
す
る
の
は
な
ぜ
か
。

十

外
務
省
員
手
帳
に
七
で
挙
げ
た
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
様
に
、
国
家
公
務
員
で
あ
る
外
務
省
職
員
が
、
一
般
よ
り
も
遙
か

に
安
い
価
格
で
ホ
テ
ル
に
宿
泊
で
き
る
特
典
を
受
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
法
令
上
の
根
拠
は
何
か
。

右
質
問
す
る
。

三


